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伝統的農業システムと持続的な土地利用を通じて形成された農業景観を保全する制度として世界農業遺

産(GIAHS)がある．ついで，2016 に世界農業遺産  本 である 本農業遺産（J-NIAHS）が創設され
た．しかし，認定はあくまでもスタートであり，ゴールではないため，認定された地域において継続的な

地域 観察と評価を必要とする．本研究では，世界農業遺産および 本農業遺産に認定された地域を対象

に，認定経緯・認定された時 理由とポイント・実際 保全現状・認定後に実施中および実施予定 保全

取組について文献調査・担当者へ ヒアリングおよび現地調査を行った．調査結果を基に具体的な視点を

提示した上で認定地 保全現状を持続可能性から評価し，二つ 農業遺産制度 もとで農業景観 保全に

関する制度上 相違と課題を考察した． 
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１．はじめに 
 

(1)背景 

世界中で，固有 農業システムと景観は何世代にもわ

たり，地域に適応しつつ，多様な資源 利用及び管理慣

行によって形成され，維持されてきた．これら 農業シ

ステムはコミュニティ 食料安全保障，気候変動など 

環境保全および自然資源と農業 生物多様性 保全につ

ながっており，地域固有 知識システムで管理されてい

る．1) 

しかしながら，農業 近代化と機械化など 持続不可

能な技術 導入，農業システム で耕作される伝統種 

減尐及び単一栽培による生物多様性 減尐，大量生産大

量消費という農業 価値観 変化等により，伝統的農業

システム 持続的な存続が脅かされている．また，高齢

化と若者 流出により，農業 維持管理が難しくなる状

況がある．さらに，環境に優しい農業と伝統的な農業管

理慣行 継承は経済的な側面から見れば採算性が悪いた

め，持続的な農業景観そ も が維持しにくい状況が生

まれている．2) こ ような状況 なか，伝統的農業シス

テムと持続的な利用を通じて形成される農業景観を保全

するために世界農業遺産(GIAHS)が創設され，次いで，
2016 に世界農業遺産  本 である 本農業遺産（J-
NIAHS）が創設された． 

(2)目的と方法 

世界農業遺産（GIAHS）は従来 遺産や保護された景

観とは異なり，建物や土地といった「モノ」は保護対象

ではなく，持続的な農業を営む「システム」が対象であ

る．GIAHSは生きたシステムというダイナミックな概念

と考えれば，持続可能な開発を前提として，地域環境に

適応できる動的な保全が必要である．以上 ことから，

認定はスタートであり，ゴールではないと考え，世界農

業遺産に認定されても「動的保全」が求められる．した

がって， 現在認定された地域において継続的に地域 

観察と評価が必要である．さらにこ 二つ 農業遺産制

度が持続可能な土地利用及びシステム 農業を保全して

いる制度である かを調査する必要がある． 

a)研究の目的： 

世界農業遺産(GIAHS)及び 本農業遺産(J-NIAHS)に
認定された地域における今 保全状況を調査し，持続可

能性から評価する． 

また，システム 農業を保全しているかを考察し，比

較 視点で，世界農業遺産(GIAHS)及び 本農業遺産(J-
NIAHS)における持続可能な農地形成 制度上 課題を
明らかにする． 

b) 研究の方法 

世界農業遺産および 本農業遺産に認定された地域を

対象に， 認定経緯， 認定された時 理由とポイント， 
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現在保全 ために実施している取組みおよび今後 保全

計画をヒアリング調査する． 

具体的な視点を提示した上で今 保全状況を持続可能

性から評価する． 

認定された時 認定ポイントと保全行動 対応関係を

見ることで，農業をシステムとして保全しているか単に

モノ的な保全な かによって分類する． 

分類された事例を持続可能性 評価と合わせて，保全状

況 背景から持続可能な農地形成 制度上 課題を指摘

する． 

 

2． 世界農業遺産制度の概要と内容 

 

(1)概要 

世界農業遺産（Globally Important Agricultural Heritage 
Systems，以下はGIAHSと略す）は，国際食糧農業機関
（FAO）で次 通り定義されている．「Remarkable land 

use systems and landscapes which are rich in globally significant 

biological diversity evolving from the co-adaptation of a community 

with its environment and its needs and aspirations for sustainable 

development」以上 定義によると，GIAHSは林業・牧畜
業・水産業を含む世界的重要な伝統農業システムとそ 

農業 生物多様性，伝統的知識システム，農村文化，そ

して持続的な利用を通じて維持される農業 ランドスケ

ープを認定し，保全する制度であると理解できる．2020

 8月28 現在，世界では21ヵ国57地域が認定されてい
る． 

 

(2)内容 

世界農業遺産 評価基準： 

①食料と生計 保障②農業生物多様性，③地域 伝統

的な知識システム，④文化，価値システムと社会組織，

⑤ランドスケープとシースケープ 特徴 五つ 認定基

準が定められている． 

保全計画 策定（Action Plan）： 

動的な保全を求められるため，GIAHSを申請する際に
5ヶ  保全計画を立てる必要がある． 

 

3．世界農業遺産と持続可能性 

農業には飢饉に対処するため 長い歴史がある．1940
 代から1960 代にかけて，食糧供給 増加を促進する
ため，「緑 革命」に象徴されるように，品種改良と化

学肥料 大量投入などにより農産物 生産性を向上し，

食糧供給 増加にかなり 成功を収めていたが，地域 

生活や文化，生物多様性や環境保全 取組みと 調和 

欠如は問題を引き起こしている． 

1980 代から国際会議で「持続可能性」という言葉が

使われ始めた．1992 には「人間・土地管理・ 環境変

化(PLEC)」プロジ クトを立ち上げ，農業生態系にお
ける生物多様性を保全しつつ，農村地域 生計を支える

ため 持続可能な手法を提唱し，農業多様性が持つ価値

が認められた． 

また，2002 に アフリカ ヨ  スブルクで開催さ
れた持続可能な開発に関する世界首脳会議でGIAHSは，
伝統的農業システムを活かした持続可能な開発を 求す

るためにプロジ クトとして始まった． 

さらに，2015には国  会で採択された「持続可能な
開発目標(SDGs)」がGIAHS 持続的な開発を求める． 同

 ，FAO 会でGIAHSをプロジ クトから正式なプログ

ラムへ転換できた．2016 に「GIAHS科学アド イザリ
ーグループ(SAG)」による開催された会合でGIAHS 五
つ 認定基準が確立された． 

 

 

 

 

 

 

 

 

世界農業遺産（GIAHS）は，緑 革命 ような大規模
な環境破壊につながる多投入高収穫型 農業から反省し， 

持続可能な農業システムを実現するために，自然環境と

 調和，農業生物多様性に  だ伝統的農業システムを

支える制度と言える．  

 

4．日本農業遺産の創設 

 

(1)創設背景 

GIAHS 認定地域が世界的に偏在している状況に置か
れ，そ うち 本が11と突出している．大きな偏りがあ
ることで， 本 農村地域でGIAHS認定地を増やすこと
は難しい．また，農林水産省によるとGIAHS当 は開発
 上国を対象として 進された事業であったため，認定

基準は開発 上国 現状を重視したも となっているか

ら， 進国である 本にはFAOが定める認定基準では評
価しきれないことを背景に農林水産省は 本国として 

問題意識とそれに基づく認定が必要であると見られ，

2016 に世界農業遺産  本 である 本農業遺産を創
設した． 

 

(2) GIAHSとの違い 

こ 二つ 農業遺産制度は制度面における 

・創設目的 違い：J-NIAHSはGIAHS候補地を選択する

表-1世界農業遺産制度 背景． 



 

目的がある． 

・認定対象と見せ方 違い：「世界に重要な農業システ

ム」を「 本に重要な農業システム」置き換える． 

・認定手続き 違い：農林水産省 みへ申請書を提出す

るJ-NIAHSと異なり，GIAHS 申請は農林水産省かつ国
 食料農業機関（FAO）両方 承認を受け，認定すると
いう手順に決まっている． 

・認定基準 違い: 本農業遺産は世界農業遺産 五つ

 基準に加え，①変化に対するレジリ ンス，②多様な

主体 参加，③6次産業化  進という三つ 独自基準
を 加している． 

 四つ 違いに大別できる． 

単に認定基準 項目数から見れば，J-NIAHSはGIAHS
よりも多いことがわかる．だが，各認定基準 重み付け

が明文化されていないため， 各項目 認定基準がど 

ぐらい 厳しさで評価するかは明確できない．また，J-
NIAHS 認定基準から見れば，環境または土地と 関わ
りが薄く，経済的に成り立つため 項目が強調されてい

る． 

しかし，世界農業遺産であれ， 本農業遺産であれ， 

持続可能な土地利用とシステムとなる農業 保全を要請

している．  

 

5．GIAHSとJ-NIAHS認定地における調査 
 

(1)調査対象地域の選定 

本研究 調査対象地域は次 基準 下選定した． 

①持続的な土地利用を通じて形成された景観保全であ

るかを調査するため，土地と 関わりが深い農業（林業，

牧畜業，水産業を除く）をする． 

②認定基準ごとに満たすべきポイントが明記される申

請書あるいは保全計画が刊行されている地域． 

③幅広い視点で比較可能にするため， 本 地域に限

らず，環境保全と持続な開発思想が 進する地域として，

ヨーロッパ GIAHSサイトも研究対象とする． 

上記 基準から，宮城県大崎地域（GIAHS，J-
NIAHS），宮崎県高千穂・椎葉村地（GIAHS），イタリ
アソアーヴ （GIAHS），山梨県峡東地域（J-NIAHS）
を調査対象地域とした． 

 

(2)調査の方法 

各地域が提出した申請書及び関係者に対するヒアリン

グ調査によって当時認定された理由とポイントと理由を

把握する．認定された後 保全現状及び今後取り込む予

定 取り組みに関する情報は保全計画書，ヒアリング，

現地調査を通じてデータを取得する． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)調査結果 

a)宮城県大崎地域（GIAHS，J-NIAHS） 

大崎地域·水田農業システム 概要: 

江合川，鳴瀬川 流域に広がる野谷地や湿地を水田利

用することで，水田農業地帯として発展してきた．2016

 に 本農業遺産（J-NIAHS）に認定され，2017 に世

界農業遺産（GIAHS）に認定された．こ 地域では山間

部 急勾配地帯から平野部 緩勾配地帯まで幅広い範囲

が認定されている．地形的要因で東北 太平洋側に特有

 冷たく湿った季節風「やませ」による冷害や洪水，渇

水が頻発している地域でもある．こ ような地形条件 

中で，水田農業を維持するため農業用水 調整と維持管

理 工夫が必要である． 

また， 水田に点在する居久根がモザイク状 土地利

用により独特 景観を形成している． 

大崎農業システムに認定されたポイント，理由： 

保全 現状については，ヒアリング，現地調査より下

記 ことが明らかとなった． 

ヒアリングと文献調査 結果から大崎農業システムに

認定されたポイントとしては①冷害や洪水に対応するた

め 地形 特性に合わせた水管理システム 維持，②営

農と暮らしを支えてきた伝統的な社会組織「契約講」 

による人々 つながり，③屋敷林「居久根」 点在によ

り地域独特なランドスケープ 形成，④居久根と水田・

水路・湿地がおりなす生物多様性 保全 四つににまと

められる． 

表-2 調査 容及び調査方法． 



 

 

大崎農業システム 保全現状: 

・水管理システム 保全現状：中世から取水堰，隧道・

潜穴，用排水路， ため池，遊水地が設けられ，現代で

も受け継がれている．全体として 水路網は維持され，

各土水路，水基盤施設も機能している．水路と水管理基

盤 維持管理を土地改良区が負い，また，農家らも簡単

な土水路管理作業をする．中世から作られた昔 水路と

水基盤 維持管理は，極一部は石積みなど 伝統工法で

補修されており，農地 を通っている通常 土水路は，

一部は昔掘ったまま 土水路が残されている．そ うち 

 大部分は管理不要 コンクリート工法を用いて改修さ

れている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，重要な水路と用水基盤および周辺 遺産資源 

価値を再認識させるため，公園化し，観光を促進するこ

とにより交流人口を増やそうとしている．それによって，

地域資源 保全と地域活性化を図っている． 

・「契約講」 維持保全現状：認定時に評価された「契

約講」に対する保全 課題としては高齢化・過疎化が進

 でいることで人々 集まりが難しいため，協働により

維持してきた水管理「契約講」という水管理 継続性が

困難である． 現在 水管理 体制としてはできるだけ

人々 集まりとつながりを守っていこうという願望があ

り，1980  頃から「普通水利組合」や「水害防止組

合」に引き継がれ，より広域的な水 調整は「土地改良

区」に引き継がれ，末端 水管理だけは地域 に残存す

る「契約講」 繋がりを基にした集落で 共同管理が行

われている． 

・「居久根」 保全現状：居久根 維持管理に関しては，

「できれば伐りたくはないが管理が大変（伐採費用が高

く，経済的負担，落ち葉による雨どい 詰り）」，「世

界農業遺産 認定を受け伐採規制がかかると 噂があり，

今 うちに切りたい．」「景観はみ なで守っていくべ

きだが，居久根は個人 財産 ため， 地域全体で守る

といった合意形成が難しい．」という住民 マイナス 

意見がある．居久根 保全には管理 大変さ，居久根 

価値 認識 低下，保全に対する支援対策 なさ等 課

題が残っている． 

・そ 他 現状：本研究で調査した大崎地域は，山間地

と急傾斜地に耕作放棄地が存在し，そこ 水路と農道 

維持管理がされていない状態である．また，耕作放棄地

 復田が困難なところに太陽光パ ル板を設置し，地域

   ルギー源 一つとして利用している． 

 

 

 

 

 

認定後に実施中，実施予定 取組: 

大崎地域においては現在実施中，あるいは今後実施し

ようとしている取組は下記 とおりである． 

・多様な遺産資源を巡るツーリズムを促進することによ

り交流人口 拡大，ブランディングによる価値 共有と

向上． 

・人材育成  進という目的で①「フィールドミュージ

アム構想」，②「大崎耕土世界農業遺産ブランド認証制

度 」， ③人材育成等 取組 ３本柱によって 動し， 

大崎地域 伝統農業を知ってもらうことから農業遺産資

源 見える化をする．世界農業遺産 進協議会 担当者

や地元 農家は観光振興， 農産物 高付加価値化を強

く期待していることが明らかとなった． 

b)宮崎県高千穂·椎葉村地域（GIAHS） 

高千穂郷椎葉山間地農林業複合システム 概要：  

高千穂郷・椎葉山間地域は九州山地を構成する標高1，

000mから1，700m級 山々に囲まれ，約92%が森林で，平

地は極めて尐ない．古くから伝承された伝統農法を受け

継ぎ，急傾斜地という厳しい地形条件に適応しながら，

山間地農林業複合システムを維持してきた．林業と農業

とを複合的に保全活用することが評価され，2015 に世

界農業遺産に認定された． 

認定されたポイント，理由: 

 ヒアリングと文献調査 結果から，高千穂郷・椎葉山

地域 山間地農林業複合システムに認定されたポイント

としては①環境と調和した伝統的な 本 焼畑農業 継

承 ， ②森林資源を持続的に保全利用し，農業と調和し

つつ， 家族単位で複合的に伝統農林業 保全， ③棚田

と山腹用水路 システム的に利用すること， ④伝統文

化を絆として人々 繋がり， 相互扶助を固めること ⑤

研究，教育事業による人づくりをし， 地域農業システ

ム 継承者を育成すること 五つにまとめられる． 

保全現状: 

保全 現状については，ヒアリング，現地調査より下

図-1 整備されたコンクリブロック護岸とU字水路工 

図-2  川用水路川沿いに遊歩道や親水広場 

図-3 耕作放棄地 に太陽光パ ル板を置く 



 

記 ことが明らかとなった． 

棚田と山腹用水路 維持管理:山 斜面に形成されて

いる棚田農業とそれを支える山腹用水路は二次的自然を

作り出している． 棚田 法面は元 土 ままで維持管

理する が一般的であるが，  之影町地域では農業用

水路と棚田 法面 整備は昔から 石積み工法を踏襲し

ながら維持管理している 

 

 

 

 

 

 

しかし，そ 中 一部は山崩れと豪雨など 災害によ

る崩れてきた箇所があり，破損したところはコンクリー

トもしくはコンクリブロックで補修されている．３番目

と4番目 写真は昨  西 本豪雨災害により崩れた箇

所であり，今 度にコンクリートで新しく補修された．

また，循環型農法で棚田農業を営 できた．こ 循環と

堆肥 施用によって，有機質を有効に活用し，農業生態

系 基層を成す微生物，イトミミズなどが育まれ，生態

系を支えている．土づくりと地力 維持による持続的な

農業に不可欠なも となっている 

 

 

 

 

 

・伝統的農業 継承に関する人づくり 実施現状：1988

 より，地域 豊かな森林資源とそれによって育まれた

伝統的な生活や文化を有効に活用するため「フォレスト

ピア構想 (Forest-Utopia:森林理想郷構想)」を打ち出し

たほか，中高一貫校となる五ヶ瀬中等教育学校を設立し，

森林をフィールドとした人材育成を行いながら，森林資

源，伝統文化 保全を発展している． 平成29 から毎

 中学生サミットをしている他，世界農業遺産教育プロ

グラム 一環として「GIAHS アカデミー」を設立した．

小人数で，中長期にわたり地元農家へ 取材や大学生と

 合同フィールドワークに取り組 でいる． 

・そ 他 現状：焼畑農業 継承，家族単位 複合農業

（木材，シイタケ，棚田，肉用牛，お茶，焼畑） 維持，

森林資源 利用と保全， 伝統文化である「神楽」 浸

透による人 繋がり，地域コミュニティによる共同作業

といった認定ポイントは現在でも相変わらず，現在も受

け継がれている． 

認定後に実施中，実施予定 取組： 

高千穂郷・椎葉山地域においては，現状と将来 課題

を分析し，それに対応する解決策を講じている．具体な

取組としては①農林業 振興と森林・農地 保全管理， 

②生物多様性と景観 保全， ③伝統文化 保全とフォ

レストピア（森林理想郷）を目指した人・地域づくり， 

④世界農業遺産として世界へ 貢献 四つ 項目に分け

て持続的な農林業システム 保全を進めている． 

また， 地域 農業協同組合， 森林組合といった農林

業者 代表， 棚田 用水路網を管理する土地改良区， 

地域振興に取り組む住民グループ， さらにはそれらを

支援する宮崎県，関係町村，宮崎大学，学識者が 携し，

地域 保全活動に取り組 でいる． 

c)イタリアソアーヴェ地域（GIAHS） 

農業システム 概要: 

イタリアソアーヴ 地域はヴ ローナ州 東部にある

丘とヴ ロ ーゼ平野 合流点であるレッシーニ高原 

斜面に位置している． 丘 高度は， 海抜30m～689 mか

ら始まり，テリトリーは斜面 勾配に基づいて分割され， 

急勾配 ブドウ畑 土壌浸食を防ぐためオリーブまたは

森で区切られている．面積 60％以上がブドウを植え，

4％が果樹園，4％がオリーブ畑，9％が住宅，残りは栗

林，森林，または耕地として使用されている．2016 に

イタリアで歴史的農村景観（ Rural Historical 

Landscape）として価値が認められ，2018 に世界農業遺

産に選定された． 

認定されたポイント，理由: 

ヒアリングと文献調査 結果からイタリアソアーヴ 

地域 伝統的ブドウ畑農業システムに認定されたポイン

トとしては① 伝統種 保存と栽培， ②ブドウ 伝統的

栽培方式パーゴラ（Pergola） 継承による手作業で営

農すること， ③多品種栽培と混作による農業生物多様

性 保護， ④等高線耕作システムと環境配慮工法石積

み 継承による地形 変化が尐なく地域  自然資源を

保護すること， ⑤多様なプロジ クトと組み合わせて

持続な利用と保全を図ること 五つにまとめられる． 

保全現状: 

保全 現状については，ヒアリングより下記 ことが

明らかとなった． 

・伝統種 保存と栽培 保全現状:ソアーヴ ではロー

マ時代から知られている2つ 固有 伝統種であるガル

ガ ガ（Garganega）とトレッビアーノディソアーヴ 

（Trebbiano di Soave）を保存している．そ うち，ガ

ルガ ガGarganegaはブドウ生産 80％を占めており，

残り 20％はトレッビアーノディソアーヴ 

（Trebbiano di Soave）で賄う．土壌と気候条件と完全

に ランスが取れているため，環境と 共生を実現して

いる．しかし，最近はブドウ品種 一部をグレラやピノ

グリジオなど より収益性 高い品種へ転作することで，

図-4  之影町石垣 村における棚田，用水路，農林業 

図-5 災害による崩れた棚田法面と水路護岸 補修 



 

伝統種 栽培は減尐している問題がある． 

・伝統的栽培方式パーゴラ（Pergola） 継承と保全現

状：ソアーヴ 地域で最も一般的なブドウ栽培形態はパ

ーゴラヴ ロ ーゼ（pergola veronese）である．こ 

栽培方法 起源は不明だが，確かなことは古代から発見

された伝統的なブドウ栽培方法である．こ 栽培方法は

景観形成上象徴的な特徴があるとともに，そ 構造は手

作業 みで収穫する．傾斜率が高く機械化 割合が高く

ない場合でも，生産する に適している．しかし，機械

化による生産時間が短縮され，利益が大幅に増加できる

Guyot栽培方式へ移転する農家もあり，パーゴラ 使用

率は89％から78％に減尐した．農業者 高齢化が進むた

め，手作業で 維持管理は重く しかかる．放棄 状態

とメンテナンス 不足はこ 地域農業を阻害し，歴史的

景観を変える恐れがある．過去数十 で，ブドウ園を構

成する材料にも変化があった．伝統的な栗 木を使用し

た柱 代わりに，金属またはコンクリート 柱を使用す

る傾向がある． 

 

 

 

 

・等高線耕作システムと環境配慮工法石積み 継承と保

全現状：最近極一部 地域において，高収量を得るため

に， スパリアシステムによって斜面がより緩くさせ，

機械化を可能にするGuyotという新たな栽培方式を導入

しよう議論があった．しかし，こうする場合は，伝統的

栽培方式 喪失と等高線耕作作業を支えている歴史的石

積みと盛土を除去される懸念があるという反論もあり，

新しい栽培方式は実施までは至っていない． 

 

 

 

 

・そ ほか 認定ポイント：農業生物多様性 保護，景

観，生物多様性，伝統的文化，生計 維持を保護するた

め プロジ クト 開発に対する保全は変化と脅威とな

る要素はない． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認定後に実施中，実施予定 取組： 

ソアーヴ では，現状と課題 分析から共有 ビジョ

ンを持ち，①ブドウ 伝統栽培方式 保護，②「リトッ

キノ」システムを防ぎ，輪郭耕作システム（等高線耕作

システム）を保護する，③外部から持ち込む材料を回避

し，地域資源 活用を促す，④景観 特性（地域アイデ

ンティティ）を保護する，⑤環境 持続性を優 する

（共有される環境要件を尊重することにより，経済全体

を改善すること），⑥水管理，⑦生物多様性 保護，⑧

 コツーリズムと地域 もてなし 8つ 事項により保

全を実施している． 

また，国，ブドウ栽培者，オリーブオイル生産者，チ

 リー生産者，民間ワイナリー，自治体，サプライチ 

ーンまで全体が参与できる保全計画をたて，すべて 保

全活動には尐なくとも4つ 重要な視点が含まれている． 

①．地域 自然資源，景観資源，文化資源 保護と強化， 

②．典型的かつ伝統的な要素を表現したワイン 高品質

 生産， 

③．農産物は土地を尊重した変換 

④．地域 もてなしとサービス 提供とインフラストラ

クチャ  加 

保全 目標は，地域 全て 資源 保護，強化，および

プロモーションをすることである． 

具体な保全活動ごとに責任を負う担当団体が決まってお

り，国，企業，民間，プロジ クト経費等から 手厚い

支援と補助金で 進している． 

d) 山梨県峡東地域（J-NIAHS） 

農業システム 概要：  

 本農業遺産「 山梨県峡東地域・盆地に適応した山

梨 複合的果樹システム」は盆地で，土地 約 75%を森

林が占め，農地 多くは標高 250 から 800m  複合扇

状地上に位置している．傾斜と起伏が大きいため，それ

ぞれ 土地に適応する多様な果樹を栽培している．2016

 に 本農業遺産に認定され，2019 に世界農業遺産へ

 申請承認を受けた． 

認定されたポイント，理由： 

峡東地域 複合的果樹システムが 本農業遺産に認定

されたポイントとしては①伝統種「甲州」 栽培と伝統

的栽培方式(甲州式） 保全，②扇状地に適応する土地

利用による景観形成，③草生栽培，多品種栽培，石積み

 保全による生物多様性 維持，④観光果実園，ワイン

醸造，柿など 果実加工技術による6次産業化  進 

四つにまとめられる． 

保全現状: 

保全 現状については，ヒアリング，現地調査より下

記 ことが明らかとなった． 

・伝統的栽培方式(甲州式） 保全現状：峡東地域では

図-6 パーゴラ栽培方式と作り出した景観 

図-7 石積み 保全状況 

表-3 保全プロジ クト 例（一部） 

 



 

湿潤 気候 中で，ブドウ栽培をするために，独自 適

応技術甲州式ブドウ棚を開発した． 

こ 種 栽培方式は，傾斜や圃場 形状に合わせて棚

を設置し，斜面 不整形な農地に有効に利用できる栽培

方法である．また，甲州式ブドウ棚栽培と疎植・大工仕

立てを組み合わせて地形に合わせる栽培方式を保全して

いた．現在は伝統式 栽培方法 ほか，生産性を上げる

ために，ヨーロッパ式 栽培方式も開発している．（図

-8参照）そして，ブドウ園を構成する材料は木 柱 代

わりに，管理不要 コンクリート 柱へ転換した場所が

多い． 

 

 

 

 

 

 

 

 

・扇状地に適応する土地利用 現状：以前は扇状地に適

応しながら，小規模で，一戸あたり 耕地面積は約0．

75ha と尐なく，個々 圃場も狭隘で形状も不整形で，

傾斜地 不整形で狭隘な農地に石積みを築き農地を利用

してきた． 

しかし，扇状地に広がる農地は傾斜地が多くて機械化

による大規模化は困難 ため，効率性と生産性 高いか

つ維持管理が便利な大規模農場へ転換し，耕地整理をし

た． 

これにより石積みが不要になり，傾斜地 段畑けはコ

ンクリートブロック，農業用水路はコンクリート三面張

りで改修された． 

最近では， 本農業遺産に認定されたことを契機に，

整理された耕地における石積みによる営農基盤整備を復

旧する動きもある． 

 

 

 

 

 

 

 

・石積み 保全現状： 

傾斜地における段畑 法面と用水路は地場産 石を用

い，伝統的工法石積みで修復している場所が多い．しか

し，空石積みができる職人 欠如と空石積みが災害に対

する安定性が立証困難といった点から，崩れた部分にコ

ンクリートあるいは間知ブロックで改修されている場所

がある． 

 

 

 

 

 

 

 

認定後に実施中，実施予定 取組： 

現在 保全計画としては，世界農業遺産 五つ 認定

基準に照らし合わせて，峡東地域 果樹農業システムを

維持・保全していく上で 脅威と課題を整理・分析し，

果樹農業 継承，果樹農業を核とした農家 生計 保障

及び関 するワイン産業や観光業 振興による地域を活

性化することを目的として政策や行動を取り組 でいる． 

 

6．対象地域を持続可能性から評価 
 
(1)持続可能性の具体的な視点 

本研究 調査対象地域を評価するにあたり，下記 指標

を用いた． 

 

 

 

 

 

認定地域における保全状況に関する持続可能性 分析

にあたって，FAOおよびIFADが提示した農村地域におけ

る持続的な生計フレームワーク（SLA）を構成する経

済・基盤・人・自然・社会的資本 五つ 要素を（表-

4）を利用する．それぞれ 要素について，具体的な指

標については，本研究で提示した（表-5）．これらを用

い，認定後 農業システムを持続可能性から評価した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-8 甲州式ブドウ棚，新しいヨーロッパ式栽培方式 

 

図-9 山梨県峡東地域における耕地整理 模式図 

（ヘアリング 基で筆者が作成） 

 

 

図-10 石積み 保全現状 

 

 

 

表-5 持続性を評価する具体的な指標 

 

表-4 評価項目 

 表-7 持続可能性·各評価項目 得点 

 



 

(2)持続性の評価方法 

イギリス・サウサンプトン大学 三人 教授が

1)GIAHSに認定する際に，評価と認証 基準を標準化す

ること．2)GIAHSに認定された後 サイトにおける動的

保全を実施しているかをモニタリング·評価する方法を

提供する 二つ 目的 ために，研究対象地域 状態を

(NC+HC+SC)/(FC+PC)  比率を算出し,潜在的なGIAHSを体

系的に分類する方法及びGIAHSに認定された地域は脅威

を脅かされているかを評価する基準を設け，GIAHS認定

地 安定性及び持続性 評価方法を提示している.3) 

GIAHSは高い自然資本と人 資本を持つことがより安定

性と持続性が高い．それに対して，経済的に成り立てる

経済資本と基盤資本 みが高い場合はGIAHS農業システ

ムに腐食させる可能性があることを指摘した． 

 

 

 

 

 

 

 

＞1.5 場合はより安定性と持続性高いことを示した

が，著者が調査した数尐ない地域に基づいて，提案した

数字であるため,絶対的な尺度で評価できるわけではな

いが,ど 地域資本に偏っているかを見る に適し，５

つ 資本に対する保全 関 性がわかる分析方法である.

本研究における認定後 GIAHSサイト 安定性と持続性

 評価に相応しいため,こ 基準に基づいて分類した 

 

(3)持続性の評価結果 

評価項目に基づいて，調査した結果を基に点数で反映

した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査した四つ 地域 中，高千穂·椎葉山地域とイタ

リアソアーヴ 地域では，農業 生物多様性,環境に優

しい農法及び伝統文化·慣行 維持に強く焦点を当てて,

高い自然資本と人的資本が維持されている地域は安定か

つ持続性が高いと言える． 

しかし，インフラストラクチャおよび外部 収入源に

依存する観光振興と農産物ブランド化といった経済資本

及びインフラ資本 利用は慎重かつ戦略的に管理しない

限り農業システム全体を弱める． 

安定したGIAHSサイトは，上述した農業が持つ生物多

様性および生態系サービス 活用と保全，インフラスト

ラクチャおよび外部 収入源に依存する営農 維持，地

域文化，古くから築かれてきた慣行 農業スキルと専門

知識，これらすべてに対する高い要件が求められている． 

ただし，GIAHSには高い自然資本と人 資本（ 住民，

伝統知識を含める）がより持続性 高いGIAHS保全に近

づく． 

 

7．保全行動をシステム性から分析，比較 
(1)分析方法 

持続性 評価に加えて，認定時 認定ポイントと保全

行動 対応関係を見た． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表-6 認定後GIAHSサイト保全状況 分類 

表-8 分析方法例：ソアーヴ ·伝統的ブドウ畑 
図-9 地域間MSLF分析による比較 

 



 

(2)分析結果 

農業景観を保全する際に，農業システムを持続させる

ためには全てポイントを偏りなく保全することが求めら

れる．例えば経済を成り立たせる取り組み みに集重点

を置くことは農業システム 保全とは言い難い．よって，

調査した四つ 地域 保全活動を農業景観をシステムと

して保全している か相対的に分類した．（図-10） 

 

 

 

 

 

 

 

 

5．考察 
以上， 農業システム 保全及び持続可能性から 評

価による分析と比較より， 各地域が直面している課題

を持続可能かつシステムとなる農業 保全と制度上 課

題をまとめると，保全行動上 問題点と制度上 課題に

分けて以下に示した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUでは， 共通農業政策（CAP）を中心となす農業政策

は環境保全と持続的な土地利用 方に向いている．また， 

農業振興へ 補助と直接支払い制度にも環境保全を要件

とし，経済 持続性と環境 持続性を両立させていく社

会基盤がある．そ ため，EUでは， GIAHS 考え方でや

っている農業は農業政策が 奨している農業 中では代

表例 位置付けになっている． 

一方で， 本 場合は，環境的に持続可能な農業は採

算性が悪い（金，時間，労働力，地域資源をかけた分に

見合わない）という経済的な側面に立ち，効率化を重視

してるため， 世界農業遺産と似たような農業を 奨さ

れた農業としてやろうとすると ，現行する農業と真逆

に行かざるを得ない状況に置かれており，現時点では，

経済的な持続可能性と環境的な持続可能性を両立する 

が難しいという実情が 本ではある ではないか． 

そ ため，ベースとなる農業政策や農村振興政策とい

った社会 違いがそれぞれ 地域が保全している方向性

に影響を与えている ではないだろうかが考えられる． 

また，経済的な持続可能性を担保しようとすると，消

費者 意識を変化させる必要がある．消費者 消費活動

を政策で変えることは地域ごと 努力だけではできない

問題でもある．今 ところは，経済 持続性と環境 持

続性は相反するも になってしまっている状況がある．

これを両立させるために，ベースとなる農業政策や農村

振興政策 方向性を変える必要性があり，広く地域間と

  動もこれから 課題であろう 

 

6．結論 
本研究では，世界農業遺産（GIAHS）と 本農業遺産

（J-NIAHS）認定地 保全状況を調査し，農業システム

 保全状況を持続可能性とシステム性から分析・評価し

た．また， それぞれ 認定地における課題を考察する

ことで以下 ことが明らかとなった． 

・GIAHSまたはJ-NIAHS農業遺産 保全は，経済資本， 基

盤資本が自然資本，人と伝統的知識資本及び社会資本よ

りも支配的な状況では，認定地 持続的な保全は不安定

になることが明らかになった．農業遺産システム自体を

保全するために，経済的な競争力を捨てる必要はないが，

コミュニティ 食料と生計 みが確保されている場合は

持続性に欠けている．そ ため，経済資本と基盤資本 

発展は既存 農業遺産に脅威を与えないようにする必要

がある． 

・ベースとなる農業政策が違うため， 本では経済振興

と付加価値化をしない限り，農業そ も が続けられな

い．よって， 本 GIAHSおよびJ-NIAHS認定地における

観光振興,農林漁 産品 高付加価値化を強く期待して

いることが明らかとなった.現行する保全活動は農業遺

産として持続可能な土地利用とシステムに重きをおく制

度本来 目的と合致しない. 

・ 本農業遺産と世界農業遺産 ギャップが存在する．

 本農業遺産認定地 保全は 加した 本農業遺産 三

つ独自 認定基準に偏ることが明らかとなった．そ ギ

ャップは認定地域 持続的な存続 障害となりうるため，

持続可能な開発を目指しながらコミュニティ 福利を検

討するため 統合された 本農業遺産制度上 アプロー

チは必要である． 

・現行 世界農業遺産制度と 本農業遺産制度は認定後

 維持管理作業までを支援する制度ではないといった課

題が明らかになった． 

 

 

 

 

図-10 システム農業保全 度合い 

表-9 保全活動及び制度上 課題 まとめ 
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